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第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、人吉市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

（平成２９年人吉市規則第１号。以下「総合事業規則」という。）第

４条第１項⑴エに規定する介護予防ケアマネジメントに係る事業（以

下「事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この規則に掲げる用語の意義は、介護保険法（平成９年法律第

１２３号。以下「法」という。）、介護保険法施行令（平成１０年政

令第４１２号。以下「令」という。）、介護保険法施行規則（平成１

１年厚生省令第３６号。以下「規則」という。）、地域支援事業実施

要綱（平成１８年６月１８日老発第０６０９００１号厚生労働省老健

局長通知。以下「実施要綱」という。）及び総合事業規則で使用する

用語の例による。  

   第２章  介護予防ケアマネジメント  

第１節  基本方針  

 （基本方針）  

第３条  この事業は、事業を利用する者がその心身の状況、その置かれ

ている環境その他の状況に応じて、事業を利用する者の選択に基づき、

総合事業規則に規定する事業等を包括的かつ効率的に利用できるよう

に必要な援助を行うことにより、地域において自立した日常生活を送

ることができるよう、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供され

るよう配慮して行われるものでなければならない。  

２  事業を実施する者は、事業の提供に当たっては、事業を利用する者

の意思及び人格を尊重し、常に事業を利用する者の立場に立って、利



用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の指定第１号事業者

（総合事業規則第６条第２号に規定する指定事業者をいう。以下同

じ。）に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければなら

ない。  

    第２節  事業の実施方法  

（実施方法）  

第４条  この事業は、人吉市地域包括支援センター（人吉市地域包括支

援センター設置要項（平成１８年人吉市告示第４１号）第２条に規定

する人吉市地域包括支援センターをいう。以下「地域包括支援センタ

ー」という。）において実施するものとする。  

２  前項の地域包括支援センターは、法第１１５条の４７第５項の規定

に基づき、この事業の一部を指定居宅介護支援事業所（法第４６条第

１項の指定居宅介護を行う事業所をいう。以下「事業実施者」とい

う。）に委託することができる。  

（遵守事項）  

第５条  地域包括支援センターは、事業を委託するに当たって、中立性

及び公正性の確保を図るため、地域包括支援センター運営協議会の審

査及び承認を経なければならない。  

２  事業実施者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

 ⑴  事業の業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事

する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。  

⑵  事業の業務を実施する介護支援専門員が、この章の規定を遵守す

るよう措置させなければならないこと。  

（対象者）  

第６条  この事業の対象者は、総合事業規則第５条第１項に規定する者

とする。  

（事業の類型）  

第７条  この事業は、介護予防ケアマネジメントＡ（実施要綱別記１の

第２に規定するケアマネジメントＡをいう。以下同じ。）により実施

する。  

２  介護予防ケアマネジメントＡの業務の内容は次に掲げるとおりとす

る。  

 ⑴  前条の対象者のうち、事業を利用する者（以下「利用者」とい

う。）の申込みの受付に関すること。  

⑵  重要事項、サービス利用説明及び契約締結に関すること。  

⑶  興味関心シート、人吉市のアセスメントシート等の利用によるア

セスメントの実施に関すること。  



⑷  ケアプラン（規則第１４０条の６２の５第１項第１号に規定する

第１号介護予防支援事業により居宅要支援者等ごとに作成される計

画をいう。以下同じ。）原案の作成に関すること。  

⑸  サービス担当者会議（法第１１５条の４８第１項に規定する会議

をいう。）の開催に関すること。  

⑹  ケアプランの交付に関すること。  

⑺  サービス提供に係る指定第１号事業者等との連絡調整に関するこ

と。  

⑻  サービス提供状況の把握及びモニタリング（利用者を訪問し、又

は電話等の方法により利用者の状況を確認することをいう。）に関

すること。  

⑼  事業における実績報告に関すること。  

 ⑽  第１０条の規定により算定された額の費用の請求に関すること。  

（管理者の責務）  

第８条  地域包括支援センターの管理者（人吉市地域包括支援センター

設置要項第４条に規定する管理責任者をいう。（以下「管理者」とい

う。）は、担当職員その他の従業者の管理、事業の利用の申込みに係

る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければ

ならない。  

２  管理者は、担当職員その他の従業員にこの章の規定を遵守させるた

め必要な指導命令を行うものとする。  

（設備及び備品等）  

第９条  事業実施者は、事業を行うために必要な広さの区画を有すると

ともに、相談室その他事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。  

（委託料）  

第１０条  事業を実施した事業実施者は、介護予防ケアマネジメント費

として、利用者１人につき１月当たり３，２８０円を市長に請求する

ものとする。  

２  市長は、事業実施者が利用者に対し、新規にケアプランを作成した

場合は、当該利用者に事業を開始した月に限り、前項の介護予防ケア

マネジメント費の額に２，５００円を加算した額を支払うものとする。  

３  市長は、利用者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護（人吉市指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例（平成２５年人吉市条例第１３号。

以下「人吉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）



第４３条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。）

の利用を開始する際に、事業実施者が当該利用者に係る必要な情報を

当該指定介護予防小規模多機能居宅介護事業所（人吉市指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定する指定介護予防

小規模多機能居宅介護事業所をいう。）に情報提供した場合には、第

１項の介護予防ケアマネジメント費の額に３，０００円を加算した額

（以下「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算額」という。）を事

業実施者に支払うものとする。ただし、当該利用者について、利用開

始前６月以内において、当該利用による当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の利用について、既に小規模多機能型居宅介護事

業所連携加算額を支払った場合は、この限りでない。  

（事業費に係る審査及び支払）   

第１１条  市長は、前条の規定により算定された額にかかる審査及び支

払の事務の一部を、国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体

連合会をいう。）に委託することができる。  

（利用者負担）  

第１２条  事業に係る利用者の費用負担は、原則としてないものとする。  

（内容及び手続の説明及び同意）  

第１３条  事業実施者は、事業の提供の開始に際し、あらかじめ、対象

者のうち事業を利用しようとする者（以下「利用申込者」という。又

はその家族に対し、第２５条に規定する運営規程の概要その他の利用

申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得

なければならない。  

２  事業実施者は、事業の提供の開始に際し、あらかじめ、ケアプラン

が第３条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるも

のであること等につき説明を行い、同意を得なければならない。  

（提供拒否の禁止）  

第１４条  事業実施者は、正当な理由なく事業の提供を拒んではならな

い。  

（受給資格等の確認）  

第１５条  事業実施者は、事業の提供を求められた場合には、その者の

提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無

及び要支援認定の有効期間又は総合事業規則第５条第１項第２号に規

定する者（以下「２号対象者」）の該当の有無を確かめるものとする。  

（要支援認定等の申請に係る援助）  



第１６条  事業実施者は、被保険者の要支援認定又は２号対象者の該当

の有無（以下「要支援認定等」という。）の判断に係る申請について、

利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。  

２  事業実施者は、事業の提供の開始に際し、要支援認定等を受けてい

ない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われている

かどうかを確認し、要支援認定等の申請が行われていない場合は、当

該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該要支援者等の申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならない。  

３  事業実施者は、利用者の要支援認定の更新申請が、遅くとも当該要

支援認定の有効期間の満了日の３０日前にはなされるよう、必要な援

助を行わなければならない。  

（利用者に対するケアプラン等の書類の交付）  

第１７条  事業実施者が、要支援認定等を受けている利用者が要介護認

定を受けた場合その他利用者から申出があった場合には、当該利用者

に対し、直近のケアプラン及びその実施状況に関する書類を交付しな

ければならない。  

（利用者に関する市長への通知）  

第１８条  事業実施者は、利用者が次に掲げる要件のいずれかに該当す

る場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければな

らない。  

⑴  正当な理由がなくケアプランに位置づけられた介護給付等対象サ

ービス（法第２４条第２項に規定する介護給付等対象サービスをい

う。以下同じ。）の利用に関する指示に従わないこと等により、要

支援状態等の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態に

なったと認められるとき。  

⑵  偽りその他不正の行為によって第１号事業支給費の支給を受け、

又は受けようとしたとき。  

（従業者の健康管理）  

第１９条  事業実施者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、

必要な管理を行わなければならない。  

（秘密の保持等）  

第２０条  担当職員その他の従業者又は従業員であった者は、正当な理

由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。その職を離れた後も同様とする。  

２  事業実施者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報

を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を

用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ書面により得て



おかなければならない。  

（指定第１号事業者等からの利益収受の禁止等）  

第２１条  事業実施者及び管理者は、ケアプランの作成又は変更に関し、

この事業の担当職員に対して特定の指定第１号事業者等によるサービ

スを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。  

２  事業実施者は、ケアプランの作成又は変更に関し、利用者対して特

定の指定第１号事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行

ってはならない。  

３  事業実施者及びその従業者は、ケアプランの作成又は変更に関し、

利用者に対して特定の指定第１号事業者等によるサービスを利用させ

ることの対償として、当該指定第１号事業者から金品その他の財産上

の利益を収受してはならない。  

（苦情処理）  

第２２条  事業実施者は、自ら提供した事業又は自らがケアプランに位

置づけた事業関連サービスに対する利用者及び利用者の家族等からの

苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。  

（事故発生時の対応）  

第２３条  事業実施者は、利用者に対する事業の提供により事故が発生

した場合には速やかに市長、利用者の家族等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じなければならない。  

２  事業実施者は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が

発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。  

（記録の整備）  

第２４条  事業実施者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。  

２  事業実施者は、利用者の対する事業の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。  

⑴  第３条第２項第７号に規定する指定第１号事業者等との連絡調整

に関する記録  

⑵  利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメン

ト台帳  

  ア  ケアプラン  

  イ  アセスメントの結果の記録  

  ウ  サービス担当者会議等の記録  

  エ  モニタリングの結果の記録  

  オ  評価の記録  

⑶  第１８条に規定する市長への通知に係る記録  



⑷  第２２条に規定する苦情内容等の記録  

（運営規定）  

第２５条  事業実施者は、次に掲げる事業の運営について重要事項に関

する規程を定めるものとする。  

⑴  事業の目的及び運営の方針  

⑵  担当職員の職種、員数及び職務内容  

⑶  営業日及び営業時間  

⑷  事業の提供方法及び内容  

⑸  通常の事業の実施地域  

⑹  その他運営に関する重要事項  

第３節  介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準  

（事業の提供に当たっての留意点）  

第２６条  事業実施者は、事業の実施に当たっては、介護予防の効果を

最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。  

⑴  単に運動機能や栄養改善、口腔機能といった特定の機能の改善だ

けを目指すものではなく、これらの機能の改善や利用者の生活環境

の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合

的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。  

⑵  利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向

上に対する意欲を高めるよう支援すること。  

⑶  具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を

踏まえた目標を期限を定めて設定し、利用者、事業実施者等ととも

に目標を共有すること。  

⑷  利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利

用者のできる行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。  

⑸  サービス担当者会議等を通じて、専門職等との連携により、地域

における様々な総合事業以外の保健医療・福祉サービス、住民主体

のサービス等又は地域の予防活動等の利用も含めて、介護予防に資

する取組を積極的に活用すること。  

⑹  予防給付及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよ

う配慮すること。  

⑺  ケアプランの策定に当たっては、利用者の特性を重視した効果的

なものとすること。  

⑻  生活機能が改善された後についてもその状態の維持への支援に努

めること。  

   第３章  雑則  

（委任）  



第２７条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。  

 

   附  則  

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  


